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基本書で行政過程論・救済論をカバーするもの
が多くなってきたことから，行政法の基礎概念
やその変遷について学生が知るチャンスが減っ
てきています。
　そこで本連載では，かつて通説とされていた
田中二郎説で基軸となっていた考え方や使われ
ていた概念を取り上げ，それが現在の行政法学
にどの程度影響を与え，あるいは影響力を失っ
ているのかを見た上で，その原因や展開を解き
明かし，行政法学の基礎理論や基礎概念につい
ての理解を深めることを目的としたいと思いま
す。現代行政法学の魅力とダイナミズムを，多
くの読者に感じて頂ければ幸いです。

　行政法学の体系や内容は，この四半世紀で激
変しました。他方で，公務員試験を始めとし
て，実務では今もなお戦後行政法学の伝統的な
体系である田中二郎説が大きな影響を持ってい
ます。この二つのギャップを埋める作業が，学
生の行政法学習でも，また実務と理論の架橋を
図る意味でも重要です。加えて，ロースクール
時代に入って，限られた授業時間数の中で学習
内容の標準化が進み，またコンパクトな一冊の
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問題について，制度や原理・原則の根本に立ち
返りつつ，できる限り丁寧な解説・検討を加え
ることにより，読者の理解を深める一助となる
ことを目指します。「基本問題」というタイト
ルは，一見アピール性に欠けますが，万事の
「始まり」であり「終わり」でもある「基本」
へのこだわりを看取していただければ幸いです。
　本連載では，「補論」のコーナーを設け，勉
強が進んだ学修者が抱きそうな疑問点や，最新
の学説が提起する問題点など，本文でそのまま
取り上げると情報過多に陥りそうな発展的内容
の議論を，別枠で取り上げることとしました。
本文との二層構造で，幅広い読者のニーズに応
えることができたらと思います。

　「対話で学ぶ刑訴法判例」以来の登板ですが，
よろしくお願いします。
　刑事訴訟法の分野においても，判例の展開や
学説の精密化は目覚ましく，それらを反映し
て，学修者が接する情報も，膨大化する傾向に
あります。そのような中で，学修上大切にした
いことは，横方向に知識を広げること以上に，
縦方向に理解を深めることではないかと思いま
す。本連載は，刑事訴訟法の基本に関わる重要
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